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information

税
の
お
知
ら
せ

1
月
の
納
税
等

村
県
民
税
／
第
4
期

国
民
健
康
保
険
税
／
第
７
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
７
期

介
護
保
険
料
／
第
5
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
5
期

保
　
育
　
料
／
1
月
分

納
　
期
　
限
／
2
月
1
日（
月
）

知
書
の
送
付
も
遅
れ
ま
す
の
で
、
期
限

厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
。

●
提
出
期
限　
2
月
1
日（
月
）

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
期
限
は
、

給
与
の
支
払
い
が
あ
っ
た
年
の
翌
年
の

２
月
１
日（
月
）で
す
が
、
事
務
処
理
の

都
合
上
、
1
月
20
日（
水
）ま
で
の
提
出

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
提
出
対
象
者　

令
和
２
年
中
に
給
与
等
の
支
払
を
し

た
す
べ
て
の
従
業
員
等（
パ
ー
ト
、
ア

ル
バ
イ
ト
、
法
人
役
員
等
を
含
む
）で

す
。

●
提
出
先

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
先
は
、
給

与
の
支
払
い
が
あ
っ
た
年
の
翌
年
の
1

月
1
日（
今
回
は
令
和
３
年
1
月
1
日
）

現
在
の
受
給
者
の
住
所
地
の
市
町
村
で

す
。

●
個
人
別
明
細
書
に
つ
い
て

必
ず
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
氏
名
カ
ナ
、

生
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
記

載
が
な
い
と
、
個
人
特
定
が
出
来
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
特　

別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
居

住
年
月
日
、
控
除
可
能
額
、
控
除
区
分

を
正
確
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
記
載

が
な
い
場
合
や
誤
っ
た
記
載
が
さ
れ
て

い
る
場
合
、
正
し
い
課
税
が
で
き
ま
せ

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
給
与
支
払
報
告
書
や
償
却
資
産

申
告
書
等
の
提
出
は
、
郵
送
ま
た
は
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度（
令
和
２
年
分
）

給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

※
必
ず
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

令
和
２
年
中
に
給
与
を
支
払
わ
れ
た

方
は
、
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

給
与
支
払
報
告
書
の
個
人
別
明
細
書

は
、
個
人
住
民
税
の
課
税
の
根
拠
と
な

る
重
要
な
書
類
で
す
。
正
し
く
記
入
の

う
え
、
期
限
内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
納
税
通

ん
。租

税
条
約
の
適
用
と
な
る
場
合
は
、

摘
要
欄
へ
の
記
載（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
の

場
合
は「
条
約
免
除
」欄
の
チ
ェ
ッ
ク
）

と
、
役
場
へ
の
届
出
の
両
方
が
必
要
で

す
。
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
欠
け
て
い
る

場
合
、
租
税
条
約
の
適
用
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
役
場
へ
の
届
出
書
類

①
租
税
条
約
に
関
す
る
届
出
書（
税
務

署
に
提
出
し
た
書
類
）の
写
し（
税
務

署
受
付
印
の
あ
る
も
の
）

②
在
留
カ
ー
ド
の
写
し

③
パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し

　

届
出
期
限
は
3
月
１5
日（
月
）で
す
。

●
総
括
表
に
つ
い
て

給
与
支
払
報
告
書
を
本
村
に
提
出
す

る
際
に
は
、
本
村
か
ら
１2
月
に
送
付
さ

れ
た
総
括
表（
特
別
徴
収
義
務
者
指
定

番
号
の
入
っ
た
も
の
）を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。
独
自
の
様
式
を
使
用
し
提
出

さ
れ
る
場
合
は
、
役
場
か
ら
送
付
さ
れ

た
総
括
表（
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番

号
の
入
っ
た
も
の
）を
併
せ
て
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

普
通
徴
収
者
が
い
る
場
合
は
、
役
場
か

ら
送
付
さ
れ
た
総
括
表
下
部
の
切
替
理

由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

適
正
で
迅
速
な
課
税
作
業
を
行
う
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収
で

納
め
ま
し
ょ
う

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主(

給
与
支

払
者)

が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ

よ
う
に
、
従
業
員（
納
税
義
務
者
）に
代

わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か

ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引
き（
給
与
天

引
き
）し
、
納
入
す
る
制
度
で
す
。

特
別
徴
収
で
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

償
却
資
産
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

会
社
や
個
人
の
方
が
事
業
を
営
む
た

め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、

工
具
、
器
具
、
備
品
等
の
固
定
資
産
を

償
却
資
産
と
い
い
、
土
地
・
家
屋
と
同

じ
く
固
定
資
産
税
が
か
か
り
ま
す
。

毎
年
１
月
１
日
現
在
本
村
に
所
在
し

て
い
る
償
却
資
産（
自
己
が
使
用
す
る

も
の
の
ほ
か
他
人
に
貸
し
付
け
て
い
る

も
の
も
含
む
）を
申
告
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
期
間

中
に
償
却
資
産
申
告
書
を
ご
提
出
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
提
出
期
限

　

2
月
1
日（
月
）

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課
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な
ど
が
共
同
し
て
運
営
す
る「
地
方
税

共
同
機
構
」が
管
理
運
営
を
し
て
お
り
、

無
料
で
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

●
利
用
の
メ
リ
ッ
ト

・
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
簡
単
に
書
類

の
提
出
が
出
来
る
た
め
、
郵
送
コ
ス

ト
の
削
減
や
窓
口
に
出
向
く
手
間
を

省
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。

・
送
付
の
た
め
の
デ
ー
タ
を
無
料
ソ
フ

ト「
Ｐ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｓ
ｋ
」で
簡
単
に
作
成

で
き
ま
す
。

・
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
対
応
し
た
市
販
の
税

務
・
会
計
ソ
フ
ト
で
作
成
し
た
デ
ー

タ
を
そ
の
ま
ま
送
信
で
き
ま
す
。

●
利
用
時
の
注
意
点

・
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、

特
別
徴
収
者
指
定
番
号
と
法
人
番
号

の
両
方
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

・
償
却
資
産
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、

法
人
番
号
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

・
法
人
住
民
税
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
、
管
理
番
号
と
法
人
番
号
を
両
方

入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
管
理
番
号
が

わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
役
場
か
ら
送

付
す
る
白
紙
の
申
告
書
に
印
字
さ
れ

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
利
用
時
間　

　

午
前
８
時
3０
分
～
午
前
０
時

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
、
１2
月

29
日（
火
）～
１
月
3
日（
日
）を
除
く
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

給
与
支
払
報
告
書
お
よ
び
総
括
表
、

償
却
資
産
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。

●
法
人
の
場
合

　

法
人
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
１3
桁
）

●
個
人
事
業
主
の
場
合

事
業
主
の
個
人
番
号
を
右
詰
で
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。（
１2
桁
）

個
人
事
業
主
の
方
が
提
出
す
る
場
合

は
、
事
業
主
の
個
人
番
号
と
本
人
確
認

を
行
う
た
め
、
次
の
①
と
②
両
方
の
書

類
を
提
示
ま
た
は
写
し
を
添
付
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
事
業
主
の
個
人
番
号
確
認
書
類

②
事
業
主
の
本
人
確
認
書
類

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
あ
れ
ば
、

個
人
番
号
確
認
と
本
人
確
認
の
両
方

が
確
認
可
能
で
す
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

地
方
税
の
手
続
き
は
便
利
な

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

�

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
は
、
地
方
税
の
手
続
き
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子
的
に

行
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。
地
方
公
共
団
体

※
毎
月
最
終
土
曜
日
お
よ
び
翌
日
の
日

曜
日
は
利
用
で
き
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
利
用
開
始
や
具
体
的

な
利
用
方
法
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い

て
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

https://w
w
w
.eltax.lta.go.jp/

　

ま
た
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ご
利
用
に
際
し
て
、

ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
よ
く

あ
る
ご
質
問
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

https://w
w
w
.eltax.custhelp.com

/

確
定
申
告
に
は
、
税
務
署
か

ら
届
い
た「
確
定
申
告
書
」ま

た
は「
確
定
申
告
の
お
知
ら

せ
」が
必
要
で
す

確
定
申
告
を
し
た
こ
と
が
あ
る
方
に

は
、
１
月
下
旬
か
ら
２
月
上
旬
に
か
け

て
税
務
署
か
ら「
確
定
申
告
書
」ま
た
は

「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」が
届
き
ま

す（ｅ‐Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
申
告
書
を
送
信
さ

れ
た
方
を
除
く
）。
確
定
申
告
書
の「
納

期
限
」お
よ
び「
予
定
納
税
額
」等
の
確

定
申
告
に
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。
確
定
申
告
時
に
こ
れ
ら
の
書

類
が
な
い
場
合
、
正
し
い
申
告
お
よ
び
納

税
が
出
来
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」を
送

付
す
る
方
に
は
、
青
色
申
告
決
算
書
ま

た
は
、
収
支
内
訳
書
も
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
。
津
島
税
務
署
ま
た
は
役
場
玄
関
に

準
備
し
て
お
り
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ムペー

ジ
の「
確
定
申
告
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
も
作

成
し
、
印
刷
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

※「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」が
届
く

方
は
、
自
宅
等
で「
確
定
申
告
作
成

コ
ー
ナ
ー
」か
ら
申
告
書
作
成
し
書

面
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
方
や
次
の
相

談
会
場
で
書
面
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

方
で
す
。

・
税
理
士
会
に
よ
る
無
料
相
談
会
場

・
市
町
村
役
場
に
よ
る
相
談
会
場

・
青
色
申
告
会
に
よ
る
相
談
会
場

●
問
合
せ
先

・
確
定
申
告
書
、
確
定
申
告
の
お
知
ら

せ
、
青
色
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
の

受
け
取
り
に
関
す
る
事

　

津
島
税
務
署　

　

☎
２
６

－

２
１
６
１

　
（
音
声
案
内
よ
り
２
番
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
）

・
確
定
申
告
作
成
コ
ー
ナ
ー
に
関
す
る
事

　
ｅ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル

プ
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０

－

０
１

－

５
９
０
１

・
青
色
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
の
受
け

取
り
に
関
す
る
事

総
務
部
税
務
課
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information

津
島
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

⑷
申
告
方
法

　

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等（
商

工
会
や
商
工
会
議
所
な
ど
中
小
企
業

支
援
者
の
ほ
か
、
金
融
機
関
、
税
理

士
、
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
等
）の

確
認
を
受
け
た
申
告
書
と
、
同
機
関

に
提
出
し
た
書
類
と
同
じ
も
の（
写

し
可
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
提
出
書
類

１
申
告
書（
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
等
の
確
認
印
が
押
さ
れ
た
も
の
）

　

事
業
収
入
割
合
、
特
例
対
象
資
産
一

覧
、
中
小
事
業
者
等
で
あ
る
こ
と
な

ど
に
つ
い
て
の
誓
約
な
ど

２
収
入
減
を
証
す
る
書
類（
会
計
簿
や

青
色
申
告
決
算
書
の
写
し
等
）

3
特
例
対
象
家
屋
の
事
業
用
割
合
を
示

す
書
類（
青
色
申
告
決
算
書
等
）　　
　
　
　
　

※
場
合
に
よ
っ
て
提
出
が
必
要
と
な　

る
書
類

・
収
入
減
に
不
動
産
賃
料
の「
猶
予
」が

含
ま
れ
る
場
合
、
猶
予
の
金
額
や
期

間
等
を
確
認
で
き
る
書
類

●
申
告
期
限

　

２
月
１
日（
月
）

※
提
出
期
限
後
の
提
出
は
原
則
特
例
を

適
用
し
ま
せ
ん
。

●
問
合
せ
先　

　

総
務
部
税
務
課

式
ま
た
は
出
資
の
総
数
ま
た
は
総
額

の
２
分
の
１
以
上
を
所
有
さ
れ
て
い

る
法
人

・
２
以
上
の
大
規
模
法
人（
資
本
金

１
億
円
を
超
え
る
法
人
等
）に
発
行

済
株
式
ま
た
は
出
資
の
総
数
ま
た
は

総
額
の
3
分
の
２
以
上
を
所
有
さ
れ

て
い
る
法
人

⑵
対
象
と
な
る
資
産

償
却
資
産
と
事
業
用
家
屋

※
事
業
用
家
屋
は
事
業
の
用
に
供
し
て

い
る
部
分
の
み
が
適
用
対
象
と
な
り

ま
す
。

⑶
軽
減
さ
れ
る
率

�

令和２年２月から１０月までの
任意の連続する３ヶ月間の

事業収入の対前年同期比減少率
軽減率

５０％以上 全額

３０％以上５０％未満 ２分の１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
係
る
固
定
資
産

税
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
事
業
収
入
が
減
少
し
た
中
小

企
業
者
等
が
所
有
す
る
償
却
資
産
と
事

業
用
家
屋
に
つ
い
て
、
事
業
収
入
の
減

少
割
合
に
応
じ
て
、
令
和
3
年
度
分
の

1
年
間
に
限
り
、
固
定
資
産
税
を
軽
減

し
ま
す
。

⑴
対
象
と
な
る
事
業
者

　

令
和
２
年
２
月
か
ら
１０
月
ま
で
の
任

意
の
連
続
す
る
3
ヵ
月
間
の
事
業
収

入
が
、
前
年
の
同
期
間
と
比
べ
て

3０
％
以
上
減
少
し
て
い
る
中
小
企
業

者
等（
※
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
中
小
企
業
者
等
と
は

・
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
金
の
額
が

１
億
円
以
下
の
法
人

・
資
本
金
ま
た
は
出
資
金
を
有
し
な
い

法
人
の
う
ち
従
業
員
数
が
１
０
０
０

人
以
下
の
法
人

・
従
業
員
数
が
１
０
０
０
人
以
下
の
個

人

　
た
だ
し
、
大
企
業
の
子
会
社
等（
下

記
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る

企
業
）は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
同
一
の
大
規
模
法
人（
資
本
金
１
億

円
を
超
え
る
法
人
等
）に
発
行
済
株

令和２年８月 
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コロナ対策 Ｒ2 年分確定申告会場は

津島市文化会館です！ 

安全確保のため混雑（＝３密）解消に向けた取組を実施予定。 

⇒ 毎日の申告相談に係る対応人数にも限界が発生します。 

感染防止（安全確保）のため自宅等から 
の申告にご協力をお願いします。 

e-Tax がより 
簡単・便利に！ 

★マイナンバーカードで自宅等から送信！ 
又は 

★最寄りの税務署でＩＤ・ＰＷを取得して  
自宅等から送信！ 
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津島税務署からのお知らせ

令和２年分所得税確定申告について
1　自宅等からのe-Taxのお願い
令和2年分の確定申告では、感染症対策の観点を踏まえ、マイナンバーカードを利用したり、税務

署が発行するＩＤ・パスワードを利用し、自宅等から納税者ご自身のスマホやパソコンによりe-Tax
で提出していただくようお願いします。
なお、e-Taxは、簡単・便利になっています。マイナンバーカード発行の手続きは市町村で、Ｉ

Ｄ・パスワードの発行手続きは税務署の窓口で行うことができます。
ＩＤ・パスワードは、運転免許証等による本人確認を行ったうえで発行しますので、申告される

ご本人様が税務署の窓口へお越しください。

2　確定申告会場の運営について
（1）申告相談体制
1月の電話による事前予約は1月15日（金）をもって終了し、1月18日（月）以降については、津島税

務署内の会議室に確定申告会場を設け申告相談をお受けいたします。
なお、会場の混雑緩和のため、同日から会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
「入場整理券」は会場で当日配付しますが、オンラインで事前に入手できる仕組みも導入する予定
です。詳しくは、今後、国税庁ＨＰや広報誌等でご案内することとしております。
何卒、ご理解を賜りますようお願いします。

（2）確定申告会場
津島税務署では、所得税、個人事業者の消費税および贈与税の確定申告会場を次のとおり開設し

ます。
●確定申告会場　津島市文化会館（昨年と異なります。）
●開設期間　2月1６日（火）～３月15日（月）の平日
　※土曜・日曜および祝日は開設していませんが、2月21日（日）・28日（日）に限り開設します。
●開設時間　�午前9時～午後5時（感染症対策を講じるため、受付を早めに終了する場合がありま

す。）
●注意事項　確定申告会場では、次の新型コロナウイルス感染症対策を講じます。
・�入場の際に、検温を実施します。３7.5度以上の発熱が認められる場合は入場をお断りさせていた
だきます。発熱等の症状のある方や体調の優れない方は、来場を控えていただくようお願いしま
す。
・�ご来場の際はマスクを着用していただき、入口等で手指アルコール消毒液をご利用いただくよう
お願いします。
・ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
●問合せ先　津島税務署　☎2６-21６1
　電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「2」を選択してくだい。


